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令和６年春の全国交通安全運動の実施について 

道路を横断する際は

横断歩道を渡る、信号に従うなど、基本的な交

通ルールを守りましょう。 

横断歩道では必ず止まり、手を上げる、運転

者に顔を向けるなど、運転者に横断する意思を

伝えましょう。 

夜間に外出する際には、ＬＥＤライトや反射材

用品を活用し、自己防衛に努めましょう。 

横断歩道に接近する

際は、横断歩道に歩行者がいないことが明ら

かな場合を除き、横断歩道の直前で停止でき

る速度で進行しましょう。 

横断歩道を横断しようとする歩行者がいる

場合は、横断歩道の手前で一時停止し、歩行者

の横断を妨げないようにしましょう。 

夜間は早めにライトを点灯しましょう。 

スローガン ～今日もまた あなたの無事故 待つ家族～ 

運転者の方へ 歩行者の方へ 

令和６年４月６日（土）から４月１５日（月）までの１０日間 

 

自転車も飲酒運転ダメ！絶対！ 

 

お仕事終わりの飲み会や、お祝い事で 

お酒を飲んだときの交通手段について、 

「まあ、少しくらいなら」 

「自転車ならいいか」 

と思うかもしれませんが、自転車 

の飲酒運転も違反です。 

 お酒を飲んだ帰りは 

公共交通機関を利用し、 

必要な場合は代行運転 

を活用しましょう。 

～特殊詐欺被害防止～ 

た→確かめよう！あなたのＡＴＭ 

こ→固定電話も防犯対策 

    の→ＮＯサンキュー！架空請求、還付金 

お→お金やカードは渡しません！ 

す→すぐに行かない！ 

銀行・コンビニ！まず相談 

し→しっておこう！はやりの手口 

思い出そう・電話でお金の話 

それは詐欺！ 


